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県
で
は
、
公
共
関
与
に
よ
る
産

業
廃
棄
物
管
理
型
最
終
処
分
場
の

整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

産
業
廃
棄
物
は
、
食
品
製
造
や

家
屋
の
建
築
・
解
体
な
ど
、
私
た

ち
の
暮
ら
し
を
支
え
る
事
業
活
動

か
ら
生
じ
る
廃
棄
物
で
す
。
こ
れ

ら
の
廃
棄
物
は
、
県
な
ど
の
許
可

を
受
け
た
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

で
適
正
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
県
内
の
産
業
廃
棄
物

管
理
型
最
終
処
分
場
は
、
こ
の
ま

ま
新
た
な
施
設
の
設
置
が
な
け
れ

ば
、
平
成　

年
度
中
に
も
不
足
す

１９

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
お
り
、
行

き
場
の
無
く
な
っ
た
廃
棄
物
に
よ

る
不
法
投
棄
で
、
私
た
ち
の
生
活

環
境
へ
重
大
な
悪
影
響
を
及
ぼ
し

た
り
、
県
内
の
産
業
活
動
に
支
障

を
来
す
こ
と
も
心
配
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
県
で
は
、
こ
の
産

業
廃
棄
物
管
理
型
最
終
処
分
場
を
、

県
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
整
備
を

進
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
在
、

そ
の
整
備
に
向
け
た
取
り
組
み
を

進
め
て
い
ま
す
。

　

ど
う
か
、
県
民
の
皆
さ
ま
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

問
合
せ
先　

県
廃
棄
物
対
策
課
公

共
関
与
推
進
室
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県
か
ら
の
お
知
ら
せ

県
廃
棄
物
対
策
課

１　お持ちの固定資産に変更はありませんか？

　固定資産税は、毎年１月１日に所有されている土

地・家屋・償却資産に課税されます。家屋を解体し

て滅失登記をしなかったり、未登記家屋の解体を届

け出なかったりした場合、そのまま課税されること

があります。また未登記資産の所有者変更を届け出

なかった場合、前の所有者に課税されます。このよ

うに固定資産に変更がありましたら、速やかに税務

課資産税係または各支所市民課資産税係までご連絡

ください。

　

２　土地および家屋の価格等が縦覧できます

　納税者が、他の土地や家屋の価格との比較を通じ

て自己の資産の評価が適正かどうか判断するために、

土地および家屋の価格等の縦覧ができます。この縦

覧帳簿には、所在地・面積・価格等はありますが、

所有者・課税標準額は記載されておりません。

■縦覧期間　４月１日（金）～６月３０日（木）

（土・日曜日、祝日を除く午前８時３０分～午後５時）

■縦覧場所　宇城市役所税務課および各支所市民課

■縦覧できる人　土地および家屋にかかる納税義務者

■縦覧手数料 無料

　

３　課税台帳の閲覧

　自己の資産の課税内容を知るために、平成１７年度

固定資産（土地・家屋・償却資産）課税台帳の閲覧

ができます。借地人・借家人の方は、自分が借用し

ている資産の部分について閲覧ができます。なお、

納税者の方には、納税通知書と合わせて課税明細書

を送付しますので、そちらでも課税内容を確認する

ことができます。

■閲覧期間　随時（市役所の平常業務時間内）

■閲覧場所　宇城市役所税務課および各支所市民課

■閲覧できる人　納税義務者および借地借家人

■閲覧手数料　１回につき３００円

　　　　　　（ただし、４月１日～６月３０日は無料）

　

問合せ先

　税務課資産税係　�３２―１１１１（内線２５５～２５７）

　各支所市民課資産税係

　○三角支所

　　�５３―１１１１（内線１５１・１５２）

　○不知火支所

　　�３３―１１１１（内線１２７）

　○松橋市民センター

　　�３２―１１１１（内線１６５・１６６）

　○小川支所

　　�４３―１１１１（内線１３１～１３３）

　○豊野支所

　　�４５―２１１１（内線３１・３２）

管
理
型
最
終
処
分
場
の
イ
メ
ー
ジ
図

税務課資産税係からのお知らせ
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生
き
粋�

と
、
自
分
ら
し
い
暮
ら

し
方
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
あ

な
た
、
女
性
学
級
に
参
加
し
て
自

分
づ
く
り
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
！

奮
っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

対
象　

市
内
在
住
の
全
講
座
受
講

可
能
な
女
性

講
座
日
程
（
予
定
）

○
５
月
…
生
涯
学
習
推
進
大
会

（
開
講
式
）　
　

○
６
月
…
政
治
学
講
座
（
市
長
と

語
ろ
う
）

○
７
月
…
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
講
座（
自
己
表
現
）

○
９
月
…
人
権
学
習
講
座
（
男
女

共
同
参
画－

女
性
に
対
す
る
暴
力
）

○　

月
…
社
会
見
学

１０
○　

月
…
消
費
生
活
講
座
（
食
・

１１
農
・
自
然
に
学
ぶ
）

○　

月
…
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
講

１２
座
（
ク
リ
ス
マ
ス
・
お
正
月
用
）

○
１
月
…
教
養
講
座
（
ビ
デ
オ
鑑

賞
）

○
２
月
…
健
康
講
座
（
花
架
拳
）

○
３
月
…
閉
講
式

募
集
人
員

○
昼
の
部　

人　

○
夜
の
部　

人

８０

５０

受
講
料　

無
料
（
た
だ
し
、
材
料

費
や
社
会
見
学
参
加
費
等
は
実
費

を
随
時
徴
収
し
ま
す
）

託
児　

先
着
６
人
限
り

応
募
締
切　

４
月　

日
豺

２５

応
募
方
法　

電
話
ま
た
は
フ
ァ
ッ

ク
ス
・
メ
ー
ル
（「
①
氏
名
②
住

所
③
行
政
区
④
電
話
番
号
⑤
昼
・

夜
の
別
⑥
託
児
希
望
の
有
無
」
を

明
記
す
る
こ
と
）

応
募
・
問
合
せ
先

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
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宇
城
市
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
協
会
で

は
、
第
１
回
春
季
大
会
（
ナ
イ

タ
ー
）
を
開
催
し
ま
す
。

期
間　

４
月　

日
豺
〜
２
週
間

１８

場
所　

岡
岳
グ
ラ
ウ
ン
ド

参
加
資
格　

市
内
在
住
の
人
ま
た

は
市
内
の
同
一
事
業
所
、
同
一
職

場
で
編
成
さ
れ
た
チ
ー
ム

※
た
だ
し
、
協
会
へ
の
チ
ー
ム
登

録
（
年
間
登
録
料
７
千
円
、
年
間

審
判
料
４
千
円
）
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

参
加
料　

７
千
円

申
込
期
限　

４
月　

日
豺

１１

申
込
・
問
合
せ
先
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一
般
の
県
民
の
方
々
を
対
象
と

し
て
行
っ
て
き
ま
し
た
保
健
所
で

の
「
一
般
健
康
診
断
業
務
」
お
よ

び
「
事
業
所
健
康
診
断
業
務
」
は
、

平
成　

年
３
月
を
も
っ
て
廃
止
い

１７

た
し
ま
す
。

　

４
月
１
日
以
降
、
こ
れ
ま
で
保

健
所
で
受
け
付
け
て
き
ま
し
た
次

の
よ
う
な
健
康
診
断
（
診
断
書
発

行
）
は
、
最
寄
り
の
医
療
機
関
等

で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

○
就
職
時
、
受
験
・
進
学
時
に
必

要
な
健
康
診
断

○
免
許
申
請
ま
た
は
、
更
新
時
に

必
要
な
健
康
診
断

○
職
場
健
康
診
断
で
の
未
受
診
者

の
健
康
診
断

○
事
業
所
等
の
従
業
員
の
方
々
の

定
期
健
康
診
断

　

ま
た
、
受
診
可
能
な
医
療
機
関

に
つ
い
て
は
、
保
健
所
へ
お
気
軽

に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
健
康（
生
活
習
慣
病
等
）、

母
子
保
健
、
栄
養
、
精
神
保
健
、

難
病
、
結
核
、
感
染
症
、
エ
イ
ズ

相
談
（
検
査
）
等
は
、
引
き
続
き

保
健
所
で
実
施
し
て
お
り
ま
す
の

で
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

宇
城
保
健
所
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うきうきインフォメーション

女
性
学
級
生
募
集

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

春
季
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

宇
城
市
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
協
会

保
健
所
で
の
健
診
業
務
を
廃
止

宇
城
保
健
所

記念すべき第１回大会に
あなたも出場してみませんか？

いいいいいいいいいいいきききききききききききいいいいいいいいいいいききききききききききき栄栄栄栄栄栄栄栄栄栄栄養養養養養養養養養養養セセセセセセセセセセセミミミミミミミミミミミナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーー
　平成１７年度いきいき栄養セミナー（食生活改善推進員養

成講座）を開催します！

　健康と食生活は切っても切り離せない関係にあります。

食生活等に関心のある女性の方、栄養セミナーで栄養や健

康について楽しく学んでみませんか！

　栄養セミナーを修了（７回以上の出席）されると宇城市

食生活改善推進協議会会員（通称ヘルスメイト）として活

動することができます。

対象　宇城市内在住で食生活に関心のある２０歳以上の女性。
また、継続して受講可能な人（ただし、現協議会会員や以

前栄養教室を受講された人を除く）

募集人員　３０人程度　　　参加費　無料
申込締切　４月２８日貅
場所　松橋保健福祉センター
※全１０回コースです。詳しいことはお問い合わせください。

申込・問合せ先　松橋保健福祉センター　�３２―７１００


